
第６７回大津市美術展覧会 
 

 

日々の創作活動を奨励し、芸術文化の振興を図るため、 

第６７回大津市美術展覧会を開催します。 

多数のご出品、ご来場をお待ちいたしております！ 
                                      

主催  大 津 市 
 

実 施 要 項 
１．主    旨 

 
本展は､広く市民の文化芸術への関心を高め､こころ豊かな市民生活を願って開催する。 

２．後    援 

 

 

 

大津市文化連盟、 

朝日新聞大津総局、エフエム滋賀、京都新聞、ＫＢＳ京都、産経新聞社、 

中日新聞社、ＮＨＫ大津放送局、ＢＢＣびわ湖放送、毎日新聞大津支局、 

読売新聞大津支局、ＺＴＶ滋賀放送局 

３．会    場 

 

 

大津市歴史博物館（御陵町２番２号） 

大津市立市民文化会館（御陵町２番３号）   

                          ※裏面地図のとおりです。 

４．会    期 

 

 

平成２８年７月１日（金）～７月７日（木）午前９時～午後５時 
〔ただし４日（月）は休館日〕 

同会場にて小さな作品展「集まれ！小さな芸術家！大津っ子作品展」同時開催 

５．募集作品規格 第１部 日 本 画 方1.5ｍ以下 

第２部 洋・版 画 50号（Ｓも可、方1.17ｍ）以下 

第３部 彫   刻 縦1.8ｍ 横1.8ｍ 高さ1.8ｍ以下（手動可能なもの） 

第４部 工   芸 壁面は縦2.2ｍ 横1.8ｍ以下  

立体は一辺1.2ｍ以下 重さ40kg以下 

（寸法は外装を含む。） 

第５部   書 縦作品は縦2ｍ 横1ｍ以下 

横作品は縦0.85ｍ 横2ｍ以下 

(寸法はわく張り又は額装を含む。) 

作品には、わく張り又は額装を施すこと。 （※ 軸装不可） 

※各部とも特に展示に支障のないものとすること。 

※特殊な作品は事前に、市民部 文化・青少年課 まで連絡し、指示を受けること。 

６．出 品 資 格 

 
滋賀県内に在住又は通勤、通学する者（中学生以下は除く。） 

７．出 品 点 数 

 
各部とも１人１点で未発表の作品に限る。 

８．出品手数料 

 
１点 １,０８０円  ただし、高校生の出品 ５４０円 

９．出 品 方 法 

 

 

出品申込書に所要事項を記入のうえ、出品手数料を添えて搬入期日に搬入場所（大津市歴史 

博物館）へ搬入すること。 



10．搬    入 

 

 

６月２４日（金）午後１時～午後７時、６月２５日（土）午前１０時～午後４時（時間厳守） 

搬入場所：大津市歴史博物館サービスヤード（荷解室） 

11．搬 出 

 

 

 

 

７月８日（金）午後４時～午後７時、７月９日（土）午前１０時～午後４時 

（時間厳守） 

搬出場所は、各部とも大津市歴史博物館 

預り証と引き換えに作品を返却する。 

上記期間内に搬出しない場合、主催者は作品の保管について一切の責任を負わない。 

12．鑑査及び審査 

 

 
 

 

作品は、鑑査のうえ入選したものを陳列し、さらに入選作品を審査し、特選作品を選んで表

彰する。同一の部に属する作品が５回特選に選ばれると無鑑査となる。 

他に佳作を若干選ぶことがある。 

鑑査及び審査には異議を申し立てることができない。 

13．特 選 表 彰 

 

 

 

 

市展賞、大津市議会議長賞、大津市教育委員会教育長賞、大津市文化連盟賞、 

朝日新聞社賞、エフエム滋賀賞、京都新聞賞、ＫＢＳ京都賞、産経新聞社賞、 

中日新聞社賞、ＮＨＫ大津放送局賞、ＢＢＣびわ湖放送賞  

毎日新聞社賞、読売新聞社賞、ＺＴＶ滋賀放送局賞 

※市展賞については、賞金５万円を授与する。 

14．入 選 発 表 

 

出品者に通知する。なお、大津市ホームページ、広報おおつ及び新聞等の報道機関に住所（町

名まで）、氏名、年齢、特選歴、題名を発表する。 

15．表 彰 式 

 
入賞（特選・佳作）作品について、７月３日（日）午後１時から大津市役所にて行う。 

16．審 査 員 

 （鑑査及び審査） 

 

 

 

 

第１部  市原 義之、小西 通博 

第２部  日下部 直起、平岡 靖弘 

第３部  伊勢 信子、谷口 淳一 

第４部  伊砂 新雄、小林 英夫 

第５部  倉橋 奇艸、柳谷 金平 

17．講 評 会 

 

 

入選作品の講評会を７月３日（日）午後２時４５分から展覧会場にて開催する。（参加自由） 

参加希望者は、当日、大津市歴史博物館展覧会場に集合すること。 

18．そ の 他 

 

 

 

○主催者は、出品作品の保管並びに取り扱いに関して十分な注意を払うが、不慮の災害による

き損、その他の損失に対しては責任を負わない。 

○特別の注意を要するものは、保全可能な配慮をして搬入のこと。 

 

 

●交通機関 

                        京阪電鉄石坂線別所駅から 徒歩５分 

                        ＪＲ湖西線大津京駅から  徒歩１５分 

                        ＪＲ琵琶湖線大津駅から  京阪バス１０分 別所下車 

                          (滋賀県立大津商業高等学校 山手側) 

                       

●お問い合わせ先 

                  大津市 市民部 文化・青少年課 
                          〒520-8575 大津市御陵町３番１号 

電話  ０７７（５２８）２７３３ 

ＦＡＸ ０７７（５２３）７８５５ 

 
 

 

 


